
１．高浜発電所３号機原子炉冷却系統設備の配管の取替工事に係る使用

前検査申請書の再提出について 
  
高浜発電所３号機の原子炉冷却系統設備の配管の取替工事※１に係る
使用前検査申請書を電気事業法に基づき、平成２３年１２月９日に経
済産業大臣へ提出しました。核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規
制に関する法律及び電気事業法に基づき、平成２７年９月１６日、一
号検査の検査希望年月日及び五号検査における検査希望年月日の記載
内容を変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変
更のうえ、使用前検査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再
提出しました。 

［平成２７年９月１６日 お知らせ済み］ 
 
この度、高浜発電所４号機の共用設備の使用前検査時期を反映し、
準備が整ったことから、本日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律及び電気事業法に基づき、五号検査の検査希望年月
日を「平成２７年１１月」から「平成２７年１２月」へ変更するとと
もに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更のうえ、使用前検
査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しました。 
 
※１：原子炉冷却系統設備配管において、製造過程で強い力による曲げ加工を行う

ことで生じる硬化層を有する曲げ管を使用している部位があるため、予防保
全の観点から、これらについて硬化層が形成されない曲げ管へ取り替えるも
の。 

 

２．高浜発電所３号機蒸気発生器伝熱管補修工事に係る使用前検査申請

書の再提出について  
 
高浜発電所３号機の蒸気発生器伝熱管補修工事※２に係る使用前検査
申請書について、電気事業法に基づき、平成２４年５月７日に経済産
業大臣へ提出しました。核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律及び電気事業法に基づき、平成２７年９月１６日、一号検
査の検査希望年月日及び五号検査における検査希望年月日の記載内容
を変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更の
うえ、使用前検査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出
しました。 

［平成２７年９月１６日 お知らせ済み］ 
 
この度、高浜発電所４号機の共用設備の使用前検査時期を反映し、
準備が整ったことから、本日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律および電気事業法に基づき、五号検査の検査希望年
月日を「平成２７年１２月」から「平成２８年１月」へ変更するとと
もに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更のうえ、使用前検
査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しました。 

 
※２：蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査の結果、有意な信号指示が認められたＣ蒸

気発生器の伝熱管１本に対して、蒸気発生器の健全性を確保するため、施栓
を行うもの。 

添付資料 



３．高浜発電所３号機使用済燃料ピットクレーン改造工事に係る使用前

検査申請書の再提出について 
 
高浜発電所３号機の使用済燃料ピットクレーン改造工事※３に係る

使用前検査申請書を電気事業法に基づき、平成２７年８月７日に提出

し、８月１８日、五号検査の検査事項に関し、「機能・性能検査」を実

施することとしていたが、「機能・性能検査」については三号検査にて

実施することから、三号検査の検査希望年月日を「平成２７年９月４

日」とし、五号検査については、検査事項を「総合的な性能を確認す

る検査」に変更するとともに、検査希望年月日を「平成２７年９月４

日」から「平成２７年１２月」へ変更するとともに、「工事の工程に関

する説明書」について記載内容を変更のうえ、原子力規制委員会と経

済産業大臣に提出しました。 
［平成２７年８月１８日 お知らせ済み］ 

 

この度、高浜発電所４号機の共用設備の使用前検査時期を反映し、準

備が整ったことから、本日、電気事業法に基づき、五号検査の検査希望

年月日を「平成２７年１２月」から「平成２８年１月」へ変更するとと

もに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更のうえ、使用前検査

申請書※４を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しました。 
 
※３：使用済燃料の引き上げ等を取り扱う装置であるメインホイストの撤去工事 
※４：使用済燃料ピットクレーンの核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律に基づく使用前検査申請においては、平成 27年 8月 5日の使用前
検査の受検申請に含んでいる。 
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